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(57)【要約】
【課題】－１３℃以上－２℃以下の低温領域にて、融解温度を維持し、当該温度領域で安
定した温度保持時間を発現し、容器破損における蓄冷材組成物の汚染を極力防止できる蓄
冷材組成物及び蓄冷材を提供する。
【解決手段】蓄冷材組成物は、融解温度調整剤、ゲル化剤、及び水からなるゲル状水溶液
であって、融解温度調整剤として尿素を２．０重量％以上２０重量％以下含有し、－１３
℃以上－２℃以下の範囲に融解温度を有する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　融解温度調整剤、ゲル化剤、及び水からなるゲル状水溶液であって、前記融解温度調整
剤として尿素を２．０重量％以上２０重量％以下含有し、－１３℃以上－２℃以下の範囲
に融解温度を有することを特徴とする蓄冷材組成物。
【請求項２】
　前記ゲル化剤が、ポリアクリル酸塩系樹脂であることを特徴とする請求項１に記載の蓄
冷材組成物。
【請求項３】
　前記ポリアクリル酸塩系樹脂を０．４重量％以上１．０重量％以下含有し、前記水を７
９．０重量％以上９７．６重量％以下含有することを特徴とする請求項２に記載の蓄冷材
組成物。
【請求項４】
　前記ポリアクリル酸塩系樹脂を０．６５重量％以上１．０重量％以下含有し、前記水を
７９．０重量％以上９７．３５重量％以下含有することを特徴とする請求項２に記載の蓄
冷材組成物。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の蓄冷材組成物を備えたことを特徴とする蓄冷材
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水溶液と吸水性樹脂とを主成分としたゲル化物からなる蓄冷材組成物及びこ
の蓄冷材組成物を備えた蓄冷材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、種々の蓄冷材が開発されており、これら蓄冷材は、医薬品、検体、及び生鮮
食料品の低温輸送や保存用の用途に使用されている。一般に、蓄冷材は、対象物の冷却目
的に応じて、所望される低温の状態を長時間保持するという機能が要求される。
【０００３】
　蓄冷材の種類としては、例えば、蓄冷材組成物の融解や凝固等の相転移に伴う吸収熱を
利用した潜熱蓄冷材がある。この潜熱蓄冷材のうち、蓄冷材組成物として無機塩や無機水
和塩などの無機材料を用いたものは、有機材料を用いたものに対して熱伝導率や潜熱量が
大きく、不燃性である等の利点を有している。特に、無機材料を用いた蓄冷材組成物のう
ち、塩化ナトリウム水溶液を用いたものは、無毒性、低反応性、及び適度な溶解性などの
利点を有している。
【０００４】
　潜熱蓄冷材としては、冷却対象物によって必要とされる種々の温度域に対応したものを
準備しておく必要がある。冷却の温度域を種々設定する方法として、無機塩水溶液の融解
温度を変えることが提案されている。例えば、特許文献１には、水に溶解させる融解温度
調整剤である無機塩等の混合比率を変えることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－８０７２０号公報
【特許文献２】特開平１１－１５８４６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般に、金属塩類等の無機材料や、アルコール、グリコール、グリセリン、糖類等の有
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機材料は、水の凝固／融解温度を０℃より低い温度に降下させる凝固／融解温度調整剤と
して作用する。しかしながら、これら物質を大量に添加すると、水の融解潜熱量が５０％
以下に大幅に減少して、所望される低温の状態を長時間保持することが困難となる場合が
ある。
【０００７】
　一方、無機塩の水溶液自体を蓄冷材として使用することは、これを収納する容器が破損
した場合に内容物である水溶液が漏出して周囲を汚染する問題や、蓄冷と放冷との繰返し
の間に無機塩が部分的に析出し、析出した無機塩が収納容器の底部に沈降することにより
水溶液の上部と下部とで無機塩の濃度差が生じ易くなって蓄冷温度の制御が困難となる問
題などを有している。
【０００８】
　このような問題を回避するため、特許文献２には、吸水性樹脂を添加して無機塩水溶液
をゲル化し、得られたゲル化物を蓄冷材として使用することが記載されている。
【０００９】
　無機塩水溶液の吸水性樹脂によるゲル化の機構は、吸水性樹脂が多数の編み目を形成し
、個々の編み目の内部に無機塩水溶液が閉じ込めているものと考えられている。ゲル化物
は、流動性に乏しいため、収納容器が破損した場合に内容物が漏洩してもゲル化物が流出
せず周囲を汚染する可能性が非常に小さい。
【００１０】
　しかしながら、塩類、とりわけ塩化ナトリウムのようなアルカリ金属塩の水溶液は、一
般的に吸水性樹脂によるゲル化が困難であることから、ゲル化のためにその使用量を増大
させる必要がある。使用量を増大させると水溶液の量を相対的に減少させてしまうことと
なり、蓄冷能の低減につながる問題がある。
【００１１】
　従って本発明の目的は、－１３℃以上－２℃以下の温度領域における所望される低温の
状態を長時間保持できる蓄冷材組成物及びこの蓄冷材組成物を備えた蓄冷材を提供するこ
とにある。
【００１２】
　本発明の他の目的は、蓄冷材組成物を収納する容器が破損した場合でも、内容物である
水溶液の漏出が防止できる蓄冷材組成物及びこの蓄冷材組成物を備えた蓄冷材を提供する
ことにある。
【００１３】
　本発明のさらに他の目的は、蓄冷と放冷との繰返しの間に溶解物が部分的に析出するこ
とのない蓄冷材組成物及びこの蓄冷材組成物を備えた蓄冷材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本願発明者らは、従来の問題点を解決するために、鋭意研究した結果、融解温度調整剤
として尿素を用い、水に溶解した水溶液に吸水性樹脂を用いゲル化することで、－１３℃
以上－２℃以下の融解温度を有し、冷却対象物に必要とされる温度域、つまり、所望され
る低温の状態を長時間保持できる蓄冷材組成物を得られ、蓄冷材組成物を収納する容器が
破損した場合でも、内容物である水溶液が漏出することによる汚染を防止でき、さらには
、蓄冷と放冷との繰返しの間に溶解物が部分的に析出する問題をも解消できる蓄冷材組成
物及びこの蓄冷材組成物を備えた蓄冷材を完成するに至った。
【００１５】
　即ち、本発明によれば、融解温度調整剤、ゲル化剤、及び水からなるゲル状水溶液であ
って、融解温度調整剤として尿素を２．０重量％以上２０重量％以下含有し、－１３℃以
上－２℃以下の範囲に融解温度を有する蓄冷材組成物、及びこの蓄冷材組成物を備えた蓄
冷材が提供される。
【００１６】
　尿素含有量を２．０重量％以上２０重量％以下の範囲で可変調整することにより、その
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含有量に応じた融解温度を得ることができる。尿素含有量が２．０重量％未満では、融解
温度を－２℃以下とする温度調整が不十分であり、尿素含有量が２０重量％を超えると融
解温度が変わらなくなり可変調整することができなくなる。
【００１７】
　ゲル化剤は、ポリアクリル酸塩系樹脂であることが好ましい。このポリアクリル酸塩系
樹脂を０．４重量％以上１．０重量％以下含有し、水を７９．０重量％以上９７．６重量
％以下含有することがより好ましく、ポリアクリル酸塩系樹脂を０．６５重量％以上１．
０重量％以下含有し、水を７９．０重量％以上９７．３５重量％以下含有することがさら
に好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、融解温度を再現性良くかつ安定的に可変調整でき、所望される低温の
状態を長時間保持できると共に、蓄冷材組成物を収納する容器が破損した場合でも、内容
物である水溶液が漏出することによる汚染を防止でき、さらには、蓄冷と放冷との繰返し
の間に溶解物が部分的に析出することもなく、これにより、－１３℃以上－２℃以下の範
囲を維持して保管又は輸送するために有効に使用可能な蓄冷材組成物、及びこの蓄冷材組
成物を備えた蓄冷材を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施例１～４の融解温度測定結果を表すグラフである。
【図２】比較例１～８の融解温度測定結果を表すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施形態について、具体例を示して説明する。
【００２１】
　本実施形態の蓄冷材組成物は、相状態が、凝固状態（固体）から融解状態（液体）に相
転移する際に熱エネルギーを吸収するものであり、潜熱型の蓄冷材に用いられる。
【００２２】
　蓄冷材組成物の「融解温度」とは固体が融解して液体化する温度のことを言い、「凝固
温度」とは液体が凝固して固体化する温度のことを言う。また、蓄冷材組成物からなる蓄
冷材の融解温度とは、その主な部分の相状態が凝固状態（固体）から溶融状態（液体）に
変化する際の温度のことを言い、蓄冷材の「凝固温度」とは、その主な部分の相状態が溶
融状態（液体）から凝固状態（固体）に変化する際の温度のことを言う。主な部分とは、
目安として５０重量％を超える割合を占める部分を表す。例えば、蓄冷材の８０重量％が
固体で２０重量％が液体の状態の場合、この蓄冷材の相状態は固体（凝固状態）とする。
ここで、相状態とは、一般的な固体、液体又は気体の状態を表す。本実施形態では、主に
、固体及び液体の相状態を利用する。
【００２３】
　本実施形態の蓄冷材組成物は、融解温度が－１３℃以上－２℃以下であり、尿素、ポリ
アクリル酸塩系樹脂、及び水を含有する。
【００２４】
　本実施形態において、融解温度調整剤として使用する尿素は、融解温度を調整する効果
が大きく、入手も容易で安価であり、適量を溶解配合した蓄冷材組成物を冷却して固化さ
せる際に、固化物が大きな塊になったり、大小の塊の集合体にならず、微細な粒子の集合
体となり、柔軟性や流動性を有する微細な粒子の集合体を得ることができるという優れた
作用を有している。
【００２５】
　尿素の結晶構造には空孔が存在し、種々の化合物と安定な包接化合物を形成する特性が
あることが知られており、蓄冷材組成物を冷却固化させる際に、水と結合し、微細な粒子
集合体となることを促進する作用も有すると考えられる。
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【００２６】
　本実施形態において、尿素、ポリアクリル酸塩系樹脂、水からなる水溶液における尿素
の含有量は、２．０重量％以上２０重量％以下の範囲であることが好ましい。
【００２７】
　尿素含有量が２．０重量％未満の場合、融解温度を－２℃以下への温度調整が不十分と
なる傾向があり、尿素含有量が２０重量％を超えると、それ以上増量しても融解温度が変
わらず、－１３℃より低い温度に調整することが困難となり、所望される融解温度－１３
℃以上－２℃以下を維持するために尿素を過剰に添加することは経済的に不合理である。
【００２８】
　本実施形態において、蓄冷材組成物のゲル化のために用いる吸水性樹脂としては、樹脂
内部の高イオン濃度に基づく浸透圧による吸水機能を示し、かつ三次元の分子構造を有す
る樹脂、例えば、ポリアクリル酸塩系樹脂、ポリアクリルアミド系樹脂、ポリオキシエチ
レン樹脂、又はイソプレインマレイン酸系樹脂等の合成樹脂などが用いられる。上記の各
種吸水性樹脂のうち、経済性、効果的な吸水効果によるゲル化発現の点より、ポリアクリ
ル酸塩系樹脂が特に好ましい。
【００２９】
　本実施形態においては、融解温度調整剤として、塩化ナトリウム等のアルカリ金属塩を
使用せず、尿素を用いていることから、水溶液中のアルカリイオン濃度（アルカリ金属塩
が塩化ナトリウムの場合、ナトリウムイオン）による影響がなく、吸水性樹脂のポリアク
リル酸塩系樹脂内のイオン濃度に基づく浸透圧が保持でき、水溶液中のイオン濃度の増加
による吸水性樹脂の吸水機能低下阻害が抑制でき、吸水性樹脂による効果的なゲル化の促
進を図ることができる。
【００３０】
　尿素、ポリアクリル酸塩系樹脂、及び水からなる水溶液における吸水性樹脂であるポリ
アクリル酸塩系樹脂の含有量としては、０．４重量％以上１．０重量％以下が好ましい。
【００３１】
　ポリアクリル酸塩系樹脂の含有量が０．４重量％未満の場合、有効なゲル化が不十分に
なる傾向がある。必要となるゲル化を達成しうる限りにおいて１．０重量％の含有量を最
大使用量とすることが好ましい。
【００３２】
　吸水性樹脂であるポリアクリル酸塩系樹脂を添加した蓄冷材組成物は、ゲル化により、
蓄冷材組成物を収納する容器が破損した場合でも、内容物である該水溶液の漏出が防止で
きる。また、蓄冷と放冷との繰返しの間に尿素等の溶解物が部分的に析出する相分離の問
題を解決できる。さらには、ゲル化による水溶液粘度の増加により、熱放散速度を遅くす
ることで所望される低温の状態を長時間保持できるだけではなく、蓄冷材組成物を収納す
る容器内の蓄冷材組成物の対流を抑制することで、固体から液体への相変化速度を遅延す
ることにより、所望される低温の状態を長時間保持できる効を果も併せ持つことができる
。
【００３３】
　本実施形態の蓄冷材組成物は、容器又は袋に充填されることにより、蓄冷材を形成する
。
【００３４】
　容器又は袋は、主に合成樹脂で形成されたものが適切である。蓄冷材組成物を充填する
容器又は袋の素材である合成樹脂としては、特に限定されず、例えば、ポリ塩化ビニル、
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ナイロン
又はポリエステルなどが適用可能である。
【００３５】
　これらの素材は、１種類を単独で使用してもよく、耐熱性やバリアー性を高めるために
、これらの素材のうち２種類以上を組み合わせて多層構造としたものを使用することもで
きる。
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　また、この容器又は袋の形状としては、特に限定されないが、熱交換率を高める観点か
ら、表面積を大きく確保できる形状が好ましい。これらの容器又は袋に対して、蓄冷材組
成物を予め凝固又は融解させた状態で充填し、蓄冷材として使用することができる。
【実施例】
【００３７】
　以下、実施例１～４及び比較例１～８により本発明を詳しく説明するが、本発明は、そ
の趣旨を逸脱しない限り、これら実施例１～４に限定されるものではない。
【００３８】
　実施例１～４及び比較例１～８に用いた原材料は以下のとおりである。
　尿素：日産化学工業株式会社製　工業用粒状尿素
　ポリアクリル酸ナトリウム：ＳＤＰグローバル株式会社製　サンフレッシュ　ＳＴ－５
００Ｄ
　塩化ナトリウム：日本食塩製造株式会社製　精製塩
　プロピレングリコール：旭硝子株式会社製
【００３９】
　実施例及び比較例中の測定、及び評価は、次の条件及び方法により行った。
【００４０】
＜融解温度測定＞
　蓄冷材組成物５００ｇをポリプロピレン製容器内（１０００ｍｌ容器）に入れ、熱電対
（Ｋ型熱電対ＳＰ－１－５０－Ｙ）の先端部が蓄冷材組成物の容量中心部になるよう配置
したものを準備した。蓄冷材組成物が充填された容器をフリーザー［日本フリーザー社製
　バイオフリーザーＤ３９６ＤＦ３］内に静置し、－３５℃の温度で１２時間冷却した。
【００４１】
　その後、蓄冷材組成物が充填された容器を温度２８℃に設定された恒温槽に移し、デー
タロガー（ＧＲＡＰＨＴＥＣ社製　ｍｉｄｉ　ＬＯＧＧＥＲ　ＧＬ８２０：２０点測定式
）を用い温度を計測した。その際の温度上昇過程において、蓄冷材組成物の温度変化を、
横軸：時間、縦軸：温度でプロットし、固体から液体へ融解に伴う相変化に由来して、蓄
冷材組成物の温度が変化せず定温を維持し始める温度を、融解開始温度として測定すると
ともに、定温を維持する時間を温度保持時間として評価した。
【００４２】
＜ゲル化評価＞
　蓄冷材組成物１００ｇをポリエチレン製フィルムからなる袋（幅１５０ｍｍ×長さ２５
０ｍｍ）に充填し、充填口を熱圧着したサンプルを作製した。サンプルを２３℃環境下、
平らな机の上に１時間横置きにした状態で放置し、熱圧着した部分を約５ｍｍ開口し、内
容物である蓄冷材組成物が充填袋から漏出し、周囲を汚染する面積を官能評価した。
　　○：漏出物汚染面積　１００ｃｍ２未満
　　△：漏出物汚染面積　１００ｃｍ２以上　４００ｃｍ２未満
　　×：漏出物汚染面積　４００ｃｍ２以上
【００４３】
（実施例１～４、比較例１～８）
　蓄冷材組成物としては、主剤の水を、融解温度調整剤である尿素、塩化ナトリウム、又
はプロピレングリコールを、ゲル化剤であるポリアクリル酸ナトリウムを表１に示す配合
比率で含有する水溶液を調製した。得られた水溶液に関して、融解温度測定及びゲル化評
価を行った。評価結果を、表１、図１及び図２に示す。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　表１及び図１から明らかなように、実施例１～４では、－１３℃以上－２℃以下の範囲
で一定の融解温度を維持し、且つ所望の温度を保持できている。さらに、安定したゲル化
状態を維持しており、容器からの漏出時の周囲への汚染が抑制できている。特に、尿素の
含有量を、実施例２のごとく２．０重量％から、実施例４のごとく９．０重量％、実施例
１又は３のごとく２０重量％までの範囲で調整することにより、融解温度その含有量に応
じて調整できることが分かる。
【００４６】
　表１及び図２に表されているように、比較例１では、尿素が含有されていないため融解
温度が０℃近傍で－２℃以下の温度保持が達成できていない。また、比較例２～４では、
尿素の含有量を変化させているのに、融解温度が－１２．２℃と一定であり、含有量に応
じた融解温度の低下が認められない。即ち、比較例２～４では、融解温度－１２．２℃は
達成しているものの、温度に対して過剰な尿素含有量が必要となるため、経済的に好まし
いとは言えない。
【００４７】
　また、比較例５及び６では、ゲル化剤であるポリアクリル酸ナトリウムの含有量が少な
いか又は含有されていないため、蓄冷材組成物のゲル化が不十分で、充填容器からの漏出
による周囲汚染の防止が図られていない。なお、ゲル化剤であるポリアクリル酸ナトリウ
ムの含有量が１．０重量％を超えると、ゲル化状態がやや悪化する（やや堅くなり生産性
が悪くなる）ことが確認されている。ポリアクリル酸ナトリウムの含有量が０．４重量％
未満となると比較例５に示すようにゲル化状態が悪化することも確認されている。
【００４８】
　さらに、比較例７及び８では、融解温度調整材として尿素に代わり、塩化ナトリウム、
プロピレングリコールを適用したが、所望される温度の保持時間が極端に短くなってしま
う。
【００４９】
　以上の結果から、本発明の蓄冷材組成物は、－１３℃以上－２℃以下の範囲で、一定の
融解温度を維持し、所望される温度保持時間を安定的に発現できることが判る。さらに、
蓄冷材組成物の安定したゲル化の状態を保持でき、蓄冷材組成物が充填している容器から
の漏出による周囲汚染防止が図ることができる。
【００５０】
　以上述べた実施形態及び実施例は全て本発明を例示的に示すものであって限定的に示す
ものではなく、本発明は他の種々の変形態様及び変更態様で実施することができる。従っ
て本発明の範囲は特許請求の範囲及びその均等範囲によってのみ規定されるものである。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、薬品、食品及びそれに関連する技術、医療技術をはじめとして、－１３℃以
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上－２℃以下の低温の領域にて温度保持・維持を伴う輸送や管理の必要となるあらゆる分
野に役立つものである。

【図１】

【図２】
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